
- 1 -

奈良県地域医療構想

第１章 奈良県地域医療構想とはⅠ 地域医療構想策定の経緯と目的１．策定の経緯平成２５年８月、社会保障制度改革国民会議は、世界に類を見ない高齢化が進む我が国の今後の社会保障制度のあり方を検討した結果を報告しました。これを受けて、国では「地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革」に着手し、高度急性期から急性期・回復期・リハビリ・療養・在宅医療・介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保することで、適切な医療・介護の提供体制を実現することとされました。この改革の一つとして、医療法の改正が行われ、都道府県では地域の医療提供体制の将来のあるべき姿を示す「地域医療構想」を策定することとなりました。２．策定の目的奈良県においても高齢化が急速に進んでいくと見込まれますが、急速な高齢化の進展に伴って、医療のあり方は、従来の青壮年の患者を対象とした「病院完結型」の根本的治療から、高齢の患者を中心とした病気と共存しながら生活の質の維持・向上を目指して、地域全体で治し支える「地域完結型」の医療に転換していく必要があります。このような医療のあり方の変化に応じた新しい地域医療の仕組みを構築することを目指して、地域の医療機関が役割分担と連携により、高度急性期・急性期機能から在宅医療までの一連のサービスを地域において総合的に確保できる適切な医療提供体制の実現を目的としてこの構想を策定します。医療需要の変化に対応するためには、地域の医療機関における「医療機能の分化と連携」の推進や、地域の実情に応じた「在宅医療の充実」を含む「地域包括ケアシステム」を構築していく必要があります。そこで、奈良県地域医療構想では、次の３つの目標を掲げます。１ 高齢化社会に対応した医療提供体制の構築２ 医療と介護、生活支援の融合３ 国民健康保険広域化（県単位化）を見据えた医療費適正化との一体的な取組（社会保障制度改革への総合的な取組）３．構想に定める事項医療法において次の事項を定めることとされています。① 医療法第３０条の４第２項第７号に基づく病床の機能の分化及び連携を推進するため医療法施行規則第３０条の２８の２の規定に基づき定める構想区域
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② 医療法施行規則第３０条の２８の３及び別表第６の１の項に掲げる式により算定される各医療機能ごとの医療需要（入院）③ 医療法第３０条の４第２項第７号イに基づく病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量④ 医療法施行規則第３０条の２８の４に基づく構想区域における将来の居宅等における医療の必要量⑤ 医療法施行規則第３０条の２８の４第２号の「その他厚生労働大臣が必要と認める事項」として、慢性期機能の平成３７年度における病床数の必要量を平成４２年までに達成することとした場合における平成４２年度に達成すべき病床数の必要量⑥ 医療法第３０条の４第２項第８号に基づく地域医療構想の達成に向けた病床機能の分化及び連携の推進に関する事項病床の機能の区分（医療法施行規則第３０条の３３の２）医療機能の名称 医療機能の内容高度急性期機能 ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能急性期機能 ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能回復期機能 ○急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能○急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ＡＤＬ（日常生活における基本的動作を行う能力）の向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）慢性期機能 ○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）又は難病患者等を入院させる機能４．目標年次急速に少子高齢化が進む中、いわゆる「団塊の世代」の方が全て７５歳以上となり、高齢化による影響が顕在化していると予測される２０２５年（平成３７年）を、目標設定の年次とし、地域医療構想の策定を行います。
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第１章 奈良県地域医療構想とはⅡ 奈良県の地域医療の実情県内でも地域により、人口構造の変化の見通し、医療提供体制の現状と動向、患者の受療動向や医療費などに違いがあるため、地域の課題も異なってくると考えられることから、地域の実情に応じた医療提供体制の構築に取り組む必要があります。１．人口の減少と高齢化の進展奈良県では、１９６０年代から、ベッドタウン化により人口流入が進み、転入超過となることにより、急激な人口増加が続いていましたが、１９９８年（平成１０年）からは、転出数が転入数を上回る「社会減」に転じた結果、１９９９年（平成１１年）の１４４万９千人をピークに減少に転じています。また、２００５年（平成１７年）から、出生数が死亡数を下回る「自然減」に転じ人口減少が加速し、２０１５年（平成２７年）時点では１３６万９千人（平成２７年１０月：推計人口調査）となっています。今後もこの傾向が継続すると考えられ、社会保障・人口問題研究所の推計によれば、２０２５年（平成３７年）時点では１２８万人、２０４０年（平成５２年）では１０９万６千人にまで減少していくと推計されています。その中で、高齢者の人口は県全体としては増加していきます。６５歳以上人口は、２０１０年（平成２２年）時点で、３３万６千人で、県人口の２４．０％を占めており、全国平均の２３．０％を上回っている状況です。また、７５歳以上の後期高齢者人口は１５万５千人で県人口の１１％となっています。しかも、今後、高齢者の人口は増え続けるものと推定されており、団塊の世代が後期高齢者になる平成３７年（２０２５年）時点では、６５歳以上人口は４１万７千人となり、人口の３２．６％（全国平均は、３０．３％）を占め、７５歳以上の後期高齢者人口は２５万４千人で県人口の１９．８％を占めると予測されています。また、人口の高齢化を反映して、死亡者数は増加傾向を示し、全国では２００３年（平成１５年）以降は毎年１００万人を超え死亡率も上昇傾向を示し、２０１４年（平成２６年）では年間１２７万人が死亡する多死社会を迎えつつあります。今後更に、死亡者数は増加し、２０２５年（平成３７年）には１５３万７千人、２０４０年には１６６万９千人と推計されており、多死社会への対応が必要となります。（平成２６年厚生労働白書、平成２６年人口動態調査、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口「出生中位」「死亡中位」」）奈良県でも、年間死亡者数は１万人以上（平成２６年では１３，８３５人）となっており、多死社会への対応は喫緊の課題となっています。一方、奈良県における６５歳未満の年少人口（１５歳未満）及び生産年齢人口（１５歳～６５歳）は、２０１０年（平成２２年）時点では１０６万４千人であったものが、２０２５年（平成３７年）には８６万３千人と１９％も減少し、その傾向は引き続き継続すると推計されています。人口減少は、労働力人口の減少や消費市場の縮小を引き起こし、経済の縮小や社会
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第１章 奈良県地域医療構想とはサービスの低下を招く恐れがあり、医療・介護分野におけるサービスの提供においても、人材の確保が困難となり、円滑な供給に支障をきたすことが懸念されます。また、県全体では高齢者の人口が増加し、生産・年少人口は減少する傾向を示していますが、南部地域と東部地域では、生産・年少人口の減少のみならず、高齢者人口も維持あるいは微減といった段階に到達しています。このように、県内においても人口構造に違いが生じており、地域の実情に応じた対応が必要となっています。

資料出典：国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月）
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第１章 奈良県地域医療構想とは２．医療費等の状況○高齢化が医療に与える影響高齢化の進展は、医療に大きな影響を与えます。受診率は加齢に伴って高くなります。「入院」は７０歳代から急増し続けます。また、「入院外＋調剤」では加齢により増加しますが８０～８４歳でピークとなり、その後減少しています。従って、高齢者人口の増加、特に後期高齢者人口の増加は入院する患者の増大を招く可能性が高いと考えられます。また、１人当たりの医療費でみると、加齢に伴って、「入院」「入院外＋調剤」ともに増加し、特に高齢期になると入院の医療費が急増しています。加齢により増加する医療需要への対応が必要となってきます。【年齢階層別被保険者１人当たり受診率（レセプト件数／被保険者数）】
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第１章 奈良県地域医療構想とは○保健医療圏別の状況市町村国民健康保険と後期高齢者医療制度について、保健医療圏別に年齢階層ごとの医療費を比べると、74歳までは顕著な差異はありませんが、75歳以降では、奈良保健医療圏、西和保健医療圏及び中和保健医療圏が高くなっており、東和保健医療圏で低くなっています。この要因について、「入院」、「入院外＋調剤」の別にみると、「入院」医療費については、東和保健医療圏で特に受診率が低くなっています。また、「入院外＋調剤」の医療費については、奈良保健医療圏、西和保健医療圏及び中和保健医療圏の受診率が他の地域よりも高くなっています。【二次医療圏別の年齢階層別被保険者１人当たり医療費（入院／入院外＋調剤）】

【二次医療圏別の年齢階層別受診率（入院／入院外＋調剤）】

※受診率とは、一定期間内に医療機関にかかった人の割合を表す指標。
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【二次医療圏別（入院外＋調剤）】
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【二次医療圏別（入院）】
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（歳）
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第１章 奈良県地域医療構想とは○市町村別の状況【市町村国民健康保険】１人当たり医療費を市町村別にみると、最高額が４４５,４８１円、最低額が２６５,０５３円で約１.６８倍の格差があります。医療費の高い方から５つの市町村は、すべて高齢化が進む南部山間地域となっています。ただし、規模の小さい市町村においては、被保険者の一部に高額医療が発生することにより、１人当たり医療費が急増する場合があります。また、県平均の一人当たり医療費を上回る市町村は、南部山間地域において多くなっています。市町村別の被保険者１人当たり医療費（国保）

一人当たり医療費の対奈良県比（奈良県平均＝１）
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（万円） 平野部 東部山間 南部山間最低値：最低値：最低値：最低値：265,053 265,053 265,053 265,053 円円円円 県平均： 319,209 円
1.1.1.1.68686868倍倍倍倍

最高値：最高値：最高値：最高値：445445445445,481,481,481,481円円円円

1.05～1.151.15以上1.05～0.950.95～0.850.85未満
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第１章 奈良県地域医療構想とは【後期高齢者医療制度】１人当たり医療費を市町村別にみると、最高額が１,０１３,６７７円、最低額が６５１,４６２円で約１.５６倍の格差があります。医療費の低い方から５つの市町村は、すべて東部と南部の山間地域となっています。また、東部南部山間地域の多くの市町村で県平均の一人当たり医療費を下回っている傾向があります。市町村別の被保険者１人当たり医療費（後期高齢者）

一人当たり医療費の対奈良県比（奈良県平均＝１）

平野部 東部山間 南部山間 最高値：
1,013,677円県平均：914,185円最低値：

651,462円
1.56倍

1.05～1.151.15以上1.05～0.950.95～0.850.85未満


